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研究要旨 

日本で熱中症が注目されるようになったのは、厚生労働省の人口動態統計で 2010 年の熱中症

による死亡者数が 1,800 人近くとなり、一気にそれまでの 2 倍以上の数に上ったことで熱中症が

“夏の災害”と言われるまでのインパクトを与えたことが契機となった。その犠牲者数が 1 年間

(12 ヶ月)を通じてではなく、7~8 月のほんの 2 ヶ月の間に発生していることからもその衝撃の大

きさがわかる。2011 年以降の熱中症死亡者数は 600~800 名で推移していたが、2018 年夏は 2010

年以来の猛暑となり、1,500 人以上の犠牲者数となった。3 年間の臨床研究では、2020 年 7~8 月

に東京オリンピック･パラリンピック 2020の開催に向けて、多数訪日が予想される外国人観光客、

そしてパラリンピックの盛り上がりによって屋外での活動量が増えると予想される身体障害者向

けの安全な熱中症対策を講じるためのものであった。この間、対象となる方々の熱中症による救

命救急センターへの搬送は予想に反し少なく、ある意味、これまでの熱中症予防啓発活動が一定

の効果を挙げているとの印象がある。熱中症の発生予防の原則は、①暑さを避けること、②うつ

熱した身体の急速冷却、③十分な水分(電解質)補給、④安静による筋肉運動の停止と休息、そし

て⑤日頃からの体調管理であり、これは一流のアスリートであろうと、サポートスタッフ、ボラ

ンティア、観戦に訪れる一般客、外国人観光客、身体障害者でも同じである。そのため、最終成

果物である熱中症予防の注意喚起パンフレット(日、英、中、韓の 4 カ国語対応)は、結果的に誰

にとっても十分役立つ内容となった。そして、集中治療分野における重症熱中症患者への新しい

治療デバイス（IVTM：Intravascular Temperature Management：血管内体温管理療法）が高

齢者にも安全かつ有効に使用できることが確認された。また、救命救急センター入院例が対象と

なるため重症例が収集される Heatstroke STUDY の発生数の増減は、総務省消防庁の熱中症患者

搬送数ともよい相関している上に、「重症症例数の増加」および「特に症例数が増加している地域」

を重大な情報として提供することで、熱中症弱者対策を行っている行政担当者や介護ケア担当者

に対し、改めて警告を発することにも利用可能と思われる。また、2020 年のオリンピック・パラ

リンピックに向けても、リスクが予想される会場周辺の暑さ情報をリアルタイムに提供し注意喚

起を促すことにより、熱中症発生の抑制につなげることにも利用可能と思われる。これらの結果

から、英語,中国語などを含む多言語による訪日前の外国人にも理解できるよう工夫された活動予
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定地域における熱中症予防のためのインターネットを用いた正確な情報提供、現地における同様

の効果的な掲示板などを用いた情報提供と、それを可能にする設備、飲水設備の配備や冷房の効

いた休憩所を増やすこと、その所在や使用可能な時間帯の情報提供は有効と考えられる。また身

体障害者へのバリアフリーなアクセス路の整備とその情報の提供、ボランティアの配置を含むサ

ポート体制の構築が必要である。そして、人員も多く年齢層・経験年数も幅広いオリンピック･

パラリンピック 2020 ボランティア、重装備の消防/救急/警備関係を含む大会運営スタッフが、熱

中症対策の重要な監視対象者となるため、医学系関係学会によって設立された｢2020 年東京オリ

ンピック･パラリンピックに係る救急･災害医療体制を検討する学術連合体｣や東京オリンピック･

パラリンピック組織委員会｢暑さ対策委員会｣の活動と歩調を合わせ、多職種･多業種に対する熱中

症予防啓発教育のためのコンテンツ作りと講習会の効率的な実施、現場での効果的な応急処置の

普及と応急処置に必要な冷却用装備の配備、搬送先医療機関における有効な集中治療法の確立、

多数傷病者発生時に現地救急医療体制に負荷を掛けない救急症例搬送体制の構築などが、特に重

点的に整備すべき必要のある課題である。 

 

A．研究目的 

2010 年の猛暑で、厚生労働省の人口動態統計

での熱中症を原因とする死亡者数が 1,800 人近

くとなり、それまでの統計の 2 倍以上に達した。

翌年 3 月には東日本大震災が発生し、福島第一原

発の事故により全国の原子力発電所が操業停止

に追い込まれ、2011 年夏は“節電熱中症”の危

険性が叫ばれたことは未だ記憶に新しい。熱中症

に “夏の災害”と言わせるほどのインパクトが

あるとすれば、熱中症を原因とする死亡者が夏期

のほんの数ヶ月の間に千人規模で一気に発生す

ることによると考えられる。実際、その後も 2013
年、2015 年と猛暑が続き、2018 年は再び 1,500
人以上の死亡者が出たのである（図 1）。 

 
図 1 熱中症死亡数の年次推移（1968〜2017 年） 

 

これらの事実が、本邦における熱中症対策を本

格化させる契機となった。ただ、その死亡例の大

多数を占めたのは高齢者の屋内における非労作

性熱中症であった。その結果、地方自治体を含む

行政機関、救急医療機関、在宅介護／高齢者福祉

施設、地域の住民を巻き込んで、これらの熱中症

弱者を対象とした予防対策、応急処置の普及、見

守りシステムの強化が図られてきた。 
一方で、2020 年 7〜8 月の猛暑が予想される時

期に開催が決まった東京オリンピック･パラリン

ピック 2020 に向けて、現実的な課題としての猛

暑下の巨大スポーツイベント開催に伴う熱中症

安全対策が急務となった。具体的には、選手とそ

のサポートスタッフだけでなく、高温多湿な日本

の夏に慣れていない訪日外国人観光客、これまで

盛夏にスポーツ観戦のための外出や実際にスポ

ーツに親しむ機会の少なかった身体障害者の、夏

期の屋外イベントに伴う熱中症対策である。 
3 年に及ぶ本研究は、訪日外国人観光客、身体

障害者の熱中症罹患の実態を把握すると共に、必

要な対策、先進機器を用いた熱中症治療の方法、

気象予測、現地の天候情報、熱中症の具体的なリ

スク評価とその対策を統合した効果的な情報発

信の手法の開発を一義的な目標とし、訪日外国人、
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身体障害者を対象としてはいるものの、一般の人

達も十分利用できる熱中症予防のための多言語

による啓発パンフレットの作成・普及を最終的な

目標としたものであった。 
 

B．研究方法 

初年度から継続的な実態調査として、日本救急

医学会「熱中症および低体温症に関する委員会」

（委員長：清水 敬樹 東京都立多摩総合医療セン

ター救命救急センター：分担研究者）の協力を得

て、救急外来を受診した熱中症患者の FAX によ

る登録システムのデータベース、そして救急隊搬

送例から外国人観光客、身体障害者の熱中症罹患

例を抽出し、その分析を行った。 
重症熱中症例に対する新たな侵襲的治療法で

あ る IVTM (intravascular temperature 
management：血管内体温管理療法、サーモガー

ドシステム：旭化成ゾールメディカル社）を使用

して、多施設で集中治療と体温管理を行い、その

死亡率、後遺症、安全性などを確認するとともに、

身体障害者熱中症例の採血結果や臨床経過の特

徴を検証した。 
気象庁から出される天気予報と日本救急医学

会 HeatstrokeSTUDY および東京消防庁の熱中

症例の発生データの突合から、利用可能な熱中症

安全情報を共有するためのシステム構築につい

て考案するとともに、各地域による熱中症発生頻

度の差、早期に正確な熱中症警戒情報の提供方法

に関し、訪日外国人を含むより具体的かつ効果的

な手法について具体的な活動を行い、その効果に

ついてはアンケート調査などにより評価した。 
最終年ではそれらの研究結果を総合的に活か

した｢熱中症対策の手引き（リーフレット）｣（外

国人向けを含む）を作成した。 
倫理的配慮： 

日本救急医学会で 2006年から隔年で救命救急

センターや大学病院救急部を中心に行ってきた

夏期における熱中症症例の情報を集積し、これを

分析し医療現場での予防、治療、予後の改善に役

立ててきた。また、2012 年からは、救急医療機

関を受診し熱中症と診断された症例の年齢、性別、

重症度、原因など A4 コピー用紙枚に収まる情報

を当日 24 時までに FAX し、これを集計して翌

日午後には厚生労働省 HP にアップする即時熱

中症発生状況の手法を確立した。 
これらはすべて疫学研究かつ観察研究であり、

各医療機関からの患者情報が提出された時点で

連結不可能となり、患者の個人情報が保護される。

救命救急センターを擁するような規模の医療機

関では、病院の外来入口に「今後の医学の発展、

それに資する疫学研究のために、患者さんの診療

録データを個人情報・守秘義務に十二分に配慮し

たうえで、活用させていただくことがあります。」

等の掲示があるのが通例で、これに則れば、今回

の検討は、１）連結不可能、２）匿名化、３）事

後のカルテからの患者情報データを使用した観

察研究であるため、十分に患者情報の保護ができ

ていると考えられる。しかし最近、個人情報保護

の一層の強化が求められていることから、参加各

医療機関でのそれぞれの倫理委員会への審査を

求め、一連の症例登録及びデータ管理、研究内容

に関してはこの研究の主管医療機関となる帝京

大学医学部の医の倫理委員会において前もって

承認を得た。その書類及び内容は参加医療機関に

公開し、各医療機関での倫理委員会申請書類の

“ひな形”として自由に使用出来るよう配慮した。

さらに最終的には各参加医療機関について、組織

責任者研究への参加承認の証明書の提出を義務

づけた。 
重症熱中症における血管内冷却法を用いた治

療有効性の検討については、日本医科大学付属病

院倫理委員会、および各参加施設の倫理委員会の

承諾を得て行われた（日本医科大学 承認番号

27-03-566）。また患者もしくは患者家族には適切

にインフォームドコンセントを取得し、文書化の

うえ保存した。 
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C．研究結果 

3 年にわたる実態検証の結果、外国人観光客、

身体障害者の熱中症症例は現実的には少数でか

つ軽症であった。金銭的余裕があり健康な外国の

方々が観光目的で訪日していること、その情報源

として、夏期に訪日する外国人観光客は来日前の

インターネットなどを用いた熱中症予防のため

の情報収集による事前学習の効果があると推察

された。 
暑さへの順応が十分ではないと考えられてい

る身体障害者では、その危険性がすでに各種の情

報共有手段によって広く伝わっていることが予

想される。日本の夏における熱中症予防対策は現

場レベルでもかなり浸透していることなどがそ

の原因として挙げられる。さらに、出先での暑熱

曝露の低減策の充実、出先やその周辺におけるよ

り正確でタイムリーな熱中症注意情報の収集や

その支援に当る人々の支援の存在が考えられる。 
それを基に、身体障害者、外国人観光客向けに

作成したのが、｢夏期熱中症に対する注意喚起｣

パンフレットである（日本語）。1 ページ目には

熱中症予防のための注意事項 6 項目、2 ページ目

には罹患した場合の対処法として、応急処置の手

順と並行して重症度判断が可能なアルゴリズム

になって記載されている。これを英語、中国語、

韓国語に翻訳し、外国人観光客を含めその利用機

会の拡大を図ったのが、その後の 3 つの図（英語

2 ページ、中国語 2 ページ、韓国語 2 ページ）で

ある。パンフレット実物は分担報告書に掲載した。 
集中治療分野における新しい治療デバイス

（IVTM；intravascular temperature manage- 
ment，血管内体温管理療法）を用いた重症熱中

症の治療成績の結果については、2 時間以内の平

温到達が可能で体温の再上昇は見られず、合併症

なく、転帰への影響はなかったが、各パラメータ

ーの有意な改善がみられた。 
日別・地域別の症例発生と重症度から各種気象

に関するパラメーターの有効性の検討と発生予

測への応用に関する研究では、夏期の WBGT

（wet bulb globe temperature、湿球黒球温度、

暑さ指数）を用いた熱中症危険度の予測は 4 日先

までほぼ正確に可能で、極端な猛暑になる危険性

の把握は 7 日前から可能であることがわかった。

また訪日外国人に関しては、高温多湿な日本の夏

に慣れていない北欧、南半球からの訪日客の熱中

症リスクが 3 倍に達する可能性があり、熱中症弱

者としての注意が必要との結果であった。 
これら分担研究者の詳細な報告内容について

は、各分担研究者の総括・分担報告を参照された

い。 
 

D．考 察 

忘れてならないのが、オリンピック･パラリン

ピック 2020で採用されるボランティアを含む運

営側スタッフの熱中症対策である。その数は多く、

年齢層・経験年数も幅広く、様々なバックグラウ

ンドを持っていると推察される。さらにボランテ

ィアやスタッフだけでなく、重装備の消防／救急

／警察・警備／公安関係者などの大会の安全を司

る行政側スタッフも熱中症対策の重要なターゲ

ットとなりうる。 
医学系学術学会によって設立された｢2020 年

東京オリンピック･パラリンピックに係る救急･

災害医療体制を検討する学術連合体（コンソーシ

アム）｣（図 2、2019 年 4 月現在で計 24 団体）

では、オリパラ 2020 計画の策定開始時点から救

急医療／災害医療のスペシャリスト集団として、

一時的な救急需要の増加による地域救急医療へ

の負荷、夏期開鎖に伴う特徴的な疾病の増加、低

頻度ながらテロなど同時多数傷病者発生リスク

の回避と予防、標準的な傷病者治療を目指して、

各医療団体画素の専門性を活かしつつ活動を継

続している。これまでの成果については同コンソ

ーシアムのウェブサイト（http://2020ac.com/）
で確認できる。 
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図 2 2020 年東京オリンピック･パラリンピック

に係る救急･災害医療体制を検討する学術連合

体（コンソーシアム） 
 
そのなかで、訪日外国人対応と、熱中症対策に

ついては日本臨床救急医学会が担当することと

なっている。注意喚起の放送やデジタル表記モニ

ターなどでの外国語放送や外国語表記、水分補給

場所の分かりやすいピクトグラム表示、小銭の必

要のない自動販売機設置、クールシェアスポット

の充足などは身体障害者の熱中症予防にも有効

と考えられる。身体障害者の熱中症予防としては、

会場内へのスムーズなアクセス、待ち時間の短縮、

トイレの充足、観戦場所の温度管理などが必要と

なる。加えてコストパフォーマンスに優れた有効

な手立てを考えていく必要がある。その中で、ガ

イドライン策定、教育コンテンツ策定のための熱

中症ワーキンググループにおいては今研究の成

果を活かしてボランティアやスタッフを含む大

会関係者向けの熱中症予防啓発教育のためのコ

ンテンツを作成し、熱中症予防対策、発生時の現

場での効果的な応急処置の普及を図っている。そ

の一部を図 3 に提示する。 
 

 

 

 
図 3 ボランティアやスタッフを含む大会関係者

向けの熱中症予防啓発教育資料（抜粋） 
 
これらのコンテンツは、心肺停止症例への

AED 装着と胸骨圧迫（BLS；basic life support）、
テロによる爆傷、刺傷患者へのターニケットを用

いた止血処置とともに、熱中症が疑われる傷病者

を見つけ出し、救急医療班の呼び出しと同時に応

急処置が開始できるように講義とシミュレーシ

ョン実習が必要となる。これらファーストレスポ
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ンダーと称されるボランティアの養成には、それ

を指導するインストラクターの養成も急務であ

り、それらの解決策として医療スポーツ（救急救

命士課程）系学生の採用などが一つの方法として

考えられる。 
本研究班は、環境省、東京都や東京消防庁の熱

中症担当部署とも協働し、開催地最寄り駅から会

場までのラストマイルにおけるクールシェアス

ペースの設置や飲水設備、冷却設備、日除けなど

の設置計画を立てるうえで、その準備として

2019 年夏期のプレ大会や同様の都内でのスポー

ツイベントにおける現場の熱中症対策を民間業

者に委託し、そのなかで現場の WBGT を含む気

象データ、人の流れ、休息方法、熱中症患者発生

数と重症度などの臨床データを収集している。さ

らにイベント関連の傷病者搬送の一時的な急増

が、通常（日常）の救急医療体制に負荷をかけな

い搬送先選定システムの構築を進めている。 
公益財団法人東京オリンピック･パラリンピッ

ク組織委員会に｢暑さ対策委員会｣が設置され、対

象を選手、ワークフォース、観客の 3 群に分け、

スクリーニングエリア前の客だまり、スクリーニ

ングエリア、チケットエリア、会場内客だまり、

競技場内と各会場の特徴を WBGT などを実測し

て捉えたうえで、具体的な対策を予算にも配慮し

つつ準備している。そのなかで、大きな権限をも

つ飲料系のスポンサーがあるなかで、熱中症予防

の観点から開催会場内での水分補給をどこまで

自由化するかが重要な協議事項となる。具体的に

は、会場内に持ち込み可能な（他社製）ペットボ

トルの数、魔法瓶タイプの水筒の持ち込み、会場

内で売られている（スポンサー企業）飲料水の値

段など重要な案件が存在する。 
また環境省主導による｢夏期のイベントにおけ

る熱中症対策ガイドライン 2018｣、｢熱中症環境

保健マニュアル 2018｣を積極的に利用してもら

うことも一つの目標として、これらをリソースに

して、環境省主催の令和元年度熱中症対策シンポ

ジウムでは、今回の研究内容を含む熱中症の基本

的情報である病態、本邦における実態、予防と診

断、応急処置、医療機関での治療などを会場から

全国の会場へ幅広く生中継し、情報発信に努めた。

今年度のプログラムを表 1 に示す。 
 

 

 

表 1 平成 31 年熱中症対策シンポジウム 
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公的な熱中症予防の活動だけでは熱中症対策

は効果が十分とは言えず、むしろ日本人の特性を

考えると、日頃からひとりひとりに熱中症予防へ

の意識をしっかりもってもらい、自身や家族の熱

中症の危険予知とその予防力を高めるほうが、効

果が高くコストパフォーマンスも良いことは明

らかである。それを実現するための多くの民間企

業やNPOによる熱中症対策を推進するプロジェ

クトが展開されている。各省庁や日本気象協会、

各熱中症予防グッズ関連企業の後援なども受け、

熱中症予防声かけプロジェクト、熱中症ゼロへプ

ロジェクト、STOP 熱中症教えて!｢かくれ脱水｣

委員会などが、高齢者や乳幼児だけでなく、外国

人観光客や身体障害者についても熱中症予防啓

発活動を展開している。これら上述した組織によ

る活動すべてに委員長またはその構成委員とし

て参画している今研究代表者が、それらの縦と横

の糸を結んで、より有機的かつ効果的な熱中症予

防活動を展開できる可能性は高い。 
「熱中症予防声かけプロジェクト」では、3 年

前より熱中症対策アドバイザー養成講座を開催

し、イベントを開催する主催者、学校関係者、暑

熱環境下での労働者向けのアドバイザー養成講

習会を展開している。テキストの表紙と目次、熱

中症対策アドバイザーの活躍する現場を図 4 に

示す。 
また、イベントでの熱中症予防啓発時のコンテ

ンツを多言語化し配布/展開する（図 5）とともに、

官民での協力体制下での活動にも協力している

（図 6）。 
気象予報士が会員となっている日本気象協会

が主催する｢熱中症ゼロへプロジェクト｣（図 7）

では、環境省と協力の下、サイトを開設し、暑さ

対策関連の情報を掲載したり、その時期の気象に

応じた熱中症発生予報情報などを提供すること

で注意喚起を促しているほか、2019 年 3 月には

｢平成 30 年度災害時等の熱中症対策シンポジウ

ム｣を開催している。 

 

 

 
図 4 熱中症対策アドバイザー養成講座公式テ

キスト（表紙と目次） 
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図 5 イベントにおける熱中症予防啓発時のコ

ンテンツの多言語化配布/展開 
 

 
図 6 官民での協力体制下での活動 

 
 
STOP 熱中症教えて!｢かくれ脱水｣委員会では、

例年、かくれ脱水予防のための講演会やサイトに

おける活動を通じて労作性熱中症、非労作性熱中

症の予防活動を展開している。SNS 上では、熱

中症予防のための合い言葉 FIRE などが展開さ

れる予定である。その画面の一部と委員会ポスタ

ー（図 8）を提示する。 
 

 
図 7 日本気象協会｢熱中症ゼロへプロジェクト｣ 

 

 
 

 
図 8 教えて！かくれ脱水委員会 2019 年夏用ポ

スター 
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E．結 論 

2018 年夏の暑さを思い出せば、2020 年のオリ

ンピック･パラリンピックでは、現実的な問題と

して熱中症予防が最も重大なテーマになること

は間違いない。熱中症対策に向けて各団体が多様

な活動を開始している。当研究から、外国人観光

客および一般の身体障害者の熱中症は、比較的軽

症で少数であることがわかった。主催者側のイベ

ント時の熱中症のリスク評価は当然として、当日

の気象に関する正確な情報提供へのアクセスの

良さ、現地での分かりやすい熱中症情報提供表示

の工夫、直射日射の制御、待ち時間の短縮計画、

クールシェアスペースの確保、自動販売機や給水

器の数的充実、身体障害者向けのトイレ、最寄り

の公共機関から会場までの暑さ対策が講じられ

ているアクセスの工夫など基本的な熱中症予防

策を講じるに留まらず、各人の熱中症に対する知

識を高めることそのものが、熱中症対策の根本的

な解決につながると考えられる。 
この研究は 2020 年オリンピック･パラリンピ

ック東京大会を目標においているが、そこをゴー

ルとするのではなく，今後、一層の温暖化が進む

日本の夏を、老若男女、外国からの訪日者、身体

障害者を含め誰もが安全に過ごせるような熱中

症対策の構築を最終的な目標とすべきである。 
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G．知的財産権の出願・登録状況 

特になし 
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